
【代理受領制度】は、助成金を施工業者等が代理で受領する制度です。
この制度を利用すると、耐震診断・耐震改修費用と助成金の差額のみ、
施工業者等にお支払いいただくことで耐震診断・耐震改修が実施でき
ます。

施工業者等

市申請者

200万円の耐震改修を例にすると、費用支払い・助成金受領の流れは、
【代理受領制度】の利用により、以下のように変わります。

【代理受領制度】を利用しない場合

① 耐震改修費用
 200万円を支払う

② 助成金
 100万円を受領する

施工業者等

市申請者

【代理受領制度】を利用する場合

① 耐震改修費用のうち
 自己負担分
 100万円を支払う

② 助成金
 100万円を
受領する

耐震診断・改修助成に
【代理受領制度】が利用できます。

一時的に200万円を
用意する必要がある。

自己負担分100万円の
支払いで耐震改修を実施

できる。

※【代理受領制度】の利用には、施工業者等との合意が必要です。

【問い合わせ】
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課

℡：042-378-2111（内線324）
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